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生活保護制度を良くする会 

ニュース   
原告には必ず
お届け下さい。 
２０１８年０３月２０日 １６１号 

 ３月１９日（月）に行われた「新・人間裁判」

の第１４回口頭弁論の内容について、弁護団の

吉田玲英弁護士にまとめてもらいました。 

 

花冷えの３月１９日、

札幌地方裁判所８０５号

法廷で新・人間裁判の口

頭弁論期日が行われまし

た。今回は、第１次訴訟

から第３次訴訟の期日を

併合して期日を行いました。 

今回の期日では、弁護団の意見陳述はあり

ませんでしたが、その代わり、原告３７名の

陳述書と準備書面を提出しました。準備書面

は「生活扶助相当 CPI」について主張するも

のです。CPI（消費者物価指数）とは、物価

の変動を比較するための指数ですが、CPI の

決め方が不当である場合、物価が上がってい

るにもかかわらずCPIは下がるという現象が

起きてしまうことがあります。「生活扶助相当

CPI」とは、生活保護費を切り下げる目的で

作られたものとしか考えられないので、この

ような問題点を具体的に明らかにします。 

また、陳述書については、原告の生活実態

を明らかにするため、今後もできる限り多く

の陳述書の提出を予定しています。 

法廷では、原告の高橋昭三郎さんと堀田美

千子さんが意見陳述を行いました。 

高橋さんは、会社員として働いてきたのが

糖尿病などの病気のため働くことができなく

なり、５０代から生活保護を受給することに

なりました。糖尿病の治療には食事療法が必

要で、高橋さんは、毎日２８種類以上の品目

を摂るよう医師から指導を受けています。し

かし、生活保護費の引き下げのため、２８種

類以上の品目を摂ることはとても困難となっ

てしまいました。安売りを求めてスーパーを

渡り歩く生活で、食費を節約することが困難

なため、親戚の葬儀に行くことさえできなく

なってしまいました。 

堀田さんは、若くして統合失調症を発症し、

入退院を繰り返す生活となりました。やがて

病状は落ち着きましたが、ご両親とも亡くな

ってしまい、その後は「守る会」などを頼り

にしての生活です。「守る会」のボランティア

をしながら、朝食のデザートで果物を食べる

のが唯一の贅沢で、灯油代を節約するためで

きるだけストーブを消して厚着するようにし

ている生活ぶりを訴えました。 

今後は、原告の陳述書の作成を引き続き進

めるとともに、これまでも主張してきた「生

活扶助相当 CPI」が不当であることについて

追加主張を行います。この主張は、静岡大学

の上藤一郎教授に作成していただいた意見書

に基づくものです。これ以外にも、全国の学

者の協力を得ながら、より強力な主張を行う

ことに弁護団の力を合わせて取り組んでおり

ます。 

次回期日は６月１３日（水）１３時３０分

です。次回も原告団で法廷を埋め尽くしまし

ょう！ 
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